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生徒会から学校への提案

集会時のジャージ着脱のルールの見直しに関し

今和 5年 4月 文責 :生徒会執行部

マナー (集会時は工装)の観点から、昨年度まで、集会の始まる前後はジャージを脱

いで参加していたが、かなり寒い時でも脱がなくてはいけないこともあった。

そこで私たち執行都としては、学校側に対して、以下の通りの見直しを提案したい。

① 集会時のジャージの着脱は本人の判断に任せる。

② マナーの観点では

(1)ジャージ着衣の場合は、ファスナーは上まで絞めず、

ネクタイ。リボンがきちんと見え 形 :こ す る

(2)着衣の部分ではなく、聞く態度の部分でのマナーを、

より気にかけて集会に参加する。

上記の話 し合いの過程 を踏まえ、生徒総会での全生徒への報告、また総会の

場での生徒による承認 を持って、本執行部提案内容への変見を認
′
フ

今帰仁中学校 学校長 :

ノ ｀

ム
デ

一

峠
ｒ

4

審議過程

4月 5日 :運営委員会 (校長・教頭・教務主任・学年主任・生徒指導主任 。生徒会担当が

参加)に上記、生徒会案を提出

4月 14日 :第 1回 中央委員会で提案→各学級での審議依頼 (審議)

4月 17日 :各学級での審議

4月 19日 :第 2回 中央委員会で各学級での審議内容確誤 (全学級承認)

5月 十日:運営委員会に審議結果報告及び生徒会提案書を再提出(運営委員会にて承認)

5月 8日 :職員連絡会にて提案 (職員連絡会にて承認)
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